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平成３０年度 定期監査報告書 

 

 

第１ 監査の期間   平成３０年１１月５日から平成３０年１１月２６日まで 

 

 

第２ 監査の対象及び監査実施日 

 

実施日

平成30年11月05日 政策課・住民課・地方改善施設住宅新築資金等貸付金特別会計

平成30年11月06日 情報課・議会事務局・監査委員事務局

平成30年11月12日

平成30年11月14日 産業課・農業委員会事務局

平成30年11月15日 会計管理室

平成30年11月19日 税務課・保育園

平成30年11月20日
福祉課(福祉係・健康支援係・地域包括支援センター）
国民健康保険特別会計・介護保険特別会計・後期高齢者医療特別会計

平成30年11月21日 建設課・簡易水道特別会計・農業集落排水事業特別会計・水道事業会計

平成30年11月26日 総務課・選挙管理委員会

監査の対象

　教育委員会事務局・坂本善三美術館特別会計

 

 

 

第３ 監査の範囲 

 平成３０年４月１日から平成３０年９月３０日までに執行された財務に関する事務の

執行及び行政に関する事務の執行 

 

 

第４ 監査執行者 

 監査委員 石松 雄平 

 監査委員 児玉 智博 



 

- 2 -

第５ 監査の方法 

 この監査にあたっては、小国町監査基準に基づき、平成３０年９月末現在における町の

財政及び行政に関する事務の執行状況並びに経営に係る事業の管理が、計画的に適正かつ

合理的、効率的に行われているか、また、予算の執行状況、物品の出納、保管の状況、財

産の維持管理の状況並びに工事の執行状況等、各課等から提出された監査資料をもとに、

証憑突合等関係諸帳簿の審査及び現況調査し、必要に応じて関係職員から説明を受けなが

ら実施した。 

 

 

第６ 監査の結果 

 監査の対象とした各課等の所管する財政及び行政に関する事務の執行は、法令等に基づ

き、おおむね適正に執行されていると認められた。 

 しかし、一部に改善、又は検討を要する事項が見受けられたので後述する。 

 なお、その他軽微な事項については、口頭で指導したので記述は省略する。 

 

 

１ 全体意見 

①  町が所有する施設において、施設の維持管理費等（設備点検料や建物共済保険等）

については町が負担しているが、今後は必要に応じて施設の使用者がその費用負担

をするなどの検討を求める。 

  ② 収入未済額については、今後も滞納者の実態把握を行い、更なる徴収の強化を求め

る。 
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２ 総務課 

 (1) 事務分掌 

  ア 総務係 

   1. 公印の管理に関すること。 

   2. 秘書用務に関すること。 

   3. 職員の任免、賞罰、身分、服務、給与及び福利に関すること。 

   4. 臨時又は非常勤の職員に関すること。 

   5. 職員の研修に関すること。 

   6. 町の組織及び機構に関すること。 

   7. 議会に関すること。 

   8. 条例、規則等の審査及び公告式に関すること。 

   9. 文書の収受及び整理保存に関すること。 

   10. 宿日直に関すること。 

   11. 電話交換業務に関すること。 

   12.  防災及び消防に関すること。 

   13. 交通安全に関すること。 

   14. 防犯に関すること。 

   15. 国民保護及び危機管理に関すること。  

   16. 庁舎の電算に関すること。 

   17. 統計事務に関すること。 

   18. 情報の公開及び個人情報の取扱いに関すること。 

   19. 栄典及び表彰に関すること。 

   20. 選挙管理委員会事務に関すること。 

   21. 行政部長及び組長に関すること。 

   22. 自衛官募集に関すること。 

   23. 公務員制度改革に関すること。 

    24. 職員の人事評価に関すること。 

   25. 市町村合併及び道州制に関すること。 

   26. 入札契約業務に関すること。 

   27. 指名審査事務に関すること。 

   28. 公用車の管理に関すること。 

   29. その他総務課所管の懸案事項に関すること。 

   30. 公の施設管理者指定審査会に関すること。 

   31. 他の課（局）に属さない事項の調整に関すること。 

 

  イ 財政係 

   1. 予算の編成及び執行の調整その他財政運営に関すること。 

   2. 財政計画に関すること。 

   3. 財政改革の立案及び調整に関すること。 

   4. 地方交付税、譲与税等に関すること。 

   5. 町債及び一時借入金に関すること。 
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   6. 過疎・辺地総合整備計画に関すること。 

   7. 行政改革の立案及び調整に関すること。 

   8. 行政評価（施策・事務事業評価）に関すること。 

   9. 公会計制度に関すること。 

   10. 基金に関すること。 

  

  ウ 管財係 

   1. 町有地、公園及び公衆便所の管理並びに附帯施設等の管理に関すること。 

   2. 町有財産に関すること。 

   3. 法定外公共物の管理に関すること。 

   4. 未登記地の整理に関すること。 

   5. 小国町・南小国町共有財産協議会に関すること。 

6.  遊休財産の処分（町有財産）に関すること。 

7.  庁舎の管理に関すること。 

8.  地縁団体に関すること。 

9.  市町村域の町・字界に関すること。 

 

 

 ⑵ 職員の配置状況 （平成３０年１０月１日現在） 

  

（単位：人）

　  補職名

所属
課長 審議員 係長 主査 主事 電話交換手 計

総務課 １ １ ３
８

（１）
１ １４

※（　）内は、課付で内数

　主事－熊本県庁へ出向
 

 

 ⑶ 予算の執行 

  予算の執行状況については、表１・２・５のとおりである。 

 

 

 ⑷ 監査の結果・意見 

 〔一般会計〕 

  ア 総務係 

     特に指摘事項はない。  

   

イ 財政係 

     特に指摘事項はない。  
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  ウ 管財係 

    特に指摘事項はない。 
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３ 政策課 

 (1) 事務分掌 

   ア まちづくり係 

   1. 地域総合計画の策定に関すること。 

   2. 重要政策の企画及び総合調整に関すること。 

   3. 町民プランニング及びコミュニティ活動に関すること。 

   4. まちづくり条例に関すること。 

   5. 国際交流の調整に関すること。 

   6. 地域公共交通会議に関すること。 

   7. 新産業の調査及び研究に関すること。 

   8. 定住促進に関すること。 

   9. 世界文化遺産に関すること。 

10.  施策における各課との連絡調整に関すること。 

11. 企業立地に関すること。 

12. 土地利用計画に関すること。 

 

 イ 環境モデル都市推進係 

   1. 環境モデル都市に関すること。 

   2. エネルギー（再生可能エネルギー含む）に関すること。 

   3. 急速充電施設に関すること。 

   4. 環境番組制作に関すること。 

   5. 木の駅プロジェクトに関すること。 

   6. 環境モデル都市推進地域との連携に関すること。 

 

 

（2）職員の配置状況 （平成３０年１０月１日現在） 

（単位：人）

　  補職名

所属
課長 審議員 係長 主事 計

政策課 １ １ ３ １ ６

 

 

 

（3）予算の執行 

  予算の執行状況については、表１・２・５のとおりである。 

  

 

（4）監査の結果・意見 

  〔一般会計〕 
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  ア まちづくり係 

     特に指摘事項はない。 

 

  イ 環境モデル都市推進係 

     特に指摘事項はない。 
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４ 情報課 

(1) 事務分掌 

ア 商工観光係 

1. 商工観光の振興に関すること。 

2. ツーリズムに関すること。 

3. 商工観光関係団体（第三セクターを含む。）に関すること。 

4. 観光施設（ゆうステーション・学びやの里・総合交流促進センター・杖立多目 

的ホール・鍋ケ滝・下城滝周辺など）の維持管理及び整備に関すること。 

5. 小国町体験教育に関すること。 

6. 阿蘇地域振興デザインセンターに関すること。 

7. 特産品の振興に関すること。 

8. 鉱業に関すること。 

9. 度量衡に関すること。 

10. 労働雇用対策に関すること。 

11. ジオパークに関すること。 

12. 水産業に関すること。 

 

 イ 情報係 

   1. ＦＭ告知放送に関すること。 

   2. 広報及びホームページに関すること。 

   3. コミュニティＦＭに関すること。 

   4. 地域情報化施策に関すること。 

   5. 小国町光ファイバーネットワーク施設の管理・運営に関すること。 

   6. 情報通信格差是正に関すること。 

   7. 小国チャンネルに関すること。 

    

 

  ⑵ 職員の配置状況 （平成３０年１０月１日現在） 

 

（単位：人）

　  補職名

所属
課長 審議員 係長 主事 計

情報課 １ １ 2 1 5

 

 

  

⑶ 予算の執行 

   予算の執行状況については、表１・２・５のとおりである。 
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 ⑷ 監査の結果・意見 

  〔一般会計〕 

   ア 情報係 

      特に指摘事項はない。 

 

イ 商工観光係 

① 小国町商工振興補助金について、目的補助であるため内容の検討を求める。 
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５ 産業課 

 ⑴ 事務分掌 

  ア 農政係 

   1. 園芸作物等の振興に関すること。 

   2. 畜産の振興に関すること。 

   3. 水田営農活性化に関すること。 

   4. 経営構造対策事業に関すること。 

   5. 山村振興事業に関すること。 

   6. 中山間地域直接支払制度に関すること。 

   7. 病害虫の防除及び家畜伝染病に関すること。 

   8. 農業関係団体の育成に関すること。 

   9. 農産物等加工試作施設（手づくりの館）の運営及び管理に関すること。 

10.  悠工房（農産物等加工施設）の運営及び管理に関すること。 

 

  イ 林政係 

   1. 林業の振興に関すること。 

   2. 森林計画、森林整備及び森林保全に関すること。 

   3. 森林法（昭和２６年法律第２４９号）に基づく事務処理に関すること。 

   4. 林業担い手に関すること。 

   5. 林業・木材産業構造改革事業に関すること。 

   6. カーボンオフセットに関すること。 

   7. 特用林産の振興に関すること。 

   8. 緑化推進に関すること。 

   9. 鳥獣保護、狩猟及び有害鳥獣駆除に関すること。 

   10. 森林災害及び森林病害虫に関すること。 

   11. 火入れ許可に関すること。 

   12. 自然公園に関すること。 

   13. 林業関係団体の育成に関すること。 

    

ウ 農業委員会係 

1.  農業委員会事務に関すること。 

2.  農業経営基盤強化に関すること。 

3.  農業振興地域整備計画に関すること。 

4.  担い手育成対策に関すること。 
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 ⑵ 職員の配置状況 （平成３０年１０月１日現在） 

（単位：人）

　  補職名

所属
課長 審議員 係長 主査 主事 計

産業課 １ １ ２ １ ５ １０

 

 

 

 ⑶ 予算の執行 

  予算の執行状況については、表１・２・５のとおりである。 

 

 

 ⑷ 監査の結果・意見 

 〔一般会計〕 

  ア 農政係 

   特に指摘事項はない。 

 

  イ 林政係 

   特に指摘事項はない。 

 

 ウ 農業委員会係 

     特に指摘事項はない。 
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６ 建設課 

 ⑴ 事務分掌 

  ア 公共建設係 

   1. 公営住宅の維持管理に関すること。 

   2. 住宅使用料の徴収及び滞納処理に関すること。 

   3. 道路、橋梁及び河川に関すること。 

   4. 道路の維持管理に関すること。 

   5. 公共土木に関すること。 

   6. 公共土木災害に関すること。 

   7. 砂防及び水防に関すること。 

   8. 道路沿線美化に関すること。 

   9. 町の施設の営繕に関すること。 

10.  特定中山間保全整備事業に関すること。 

 

  イ 農林土木係 

1.  土地改良及び農林土木に関すること。 

2.  農林土木災害に関すること。 

3.  治山事業に関すること。 

4.  農村総合整備事業に関すること。 

5.  農地・水・環境保全向上対策事業に関すること。 

 

  ウ 上下水道係 

   1.  上水道、簡易水道その他の水道の建設及び改良に関すること。 

   2. 水道施設の維持管理に関すること。 

   3. 下水道の建設及び改良に関すること。 

   4. 下水道施設の維持管理に関すること。 

   5. 下水道事業計画に関すること。 

   6. 上下水道使用料の徴収及び滞納処理に関すること。 

   7. 公営企業の会計事務に関すること。 

    

  

 

 ⑵ 職員の配置状況 （平成３０年１０月１日現在） 

（単位：人）

　  補職名

所属
課長 審議員 係長 主査 主事 計

建設課 １ １ ２ ２ ６ １２
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 ⑶ 予算の執行 

  予算の執行状況については、表１～７のとおりである。 

 

 

 ⑷ 監査の結果・意見 

 〔一般会計〕 

  ア 公共建設係 

① 町営住宅の収入未済額（滞納分）については、本人及び保証人を交えた交渉を

行うなど、徴収の強化を求める。 

 

イ 農林土木係 

     特に指摘事項はない。 

 

  ウ 上下水道係 

     特に指摘事項はない。 

  

〔簡易水道特別会計〕 

     特に指摘事項はない。 

 

 〔農業集落排水事業特別会計〕 

    特に指摘事項はない。 

 

 〔企業会計 水道事業会計〕 

     特に指摘事項はない。 
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７ 税務課 

 ⑴ 事務分掌 

  ア 税務係 

   1. 町民税の賦課に関すること。 

   2. 固定資産税の賦課に関すること。 

   3. 軽自動車税の賦課に関すること。 

   4. その他町税の賦課に関すること。 

   5. 国民健康保険税の賦課に関すること。 

   6. 町税に係る証明等に関すること。 

   7. 税務相談に関すること。 

   8. 原動機付自転車等の標識に関すること。 

   9. 土地台帳及び字図の調整及び保管に関すること。 

 

  イ 徴収係 

   1. 町税、国民健康保険税及び公課（以下この号において「税等」という。）の滞納

処分業務に関すること。 

   2. 税等の滞納者が、上下水道使用料、住宅使用料、保育料及び給食費等（以下こ

の号において「各種使用料」という。）を滞納している場合における交渉に関する

こと。 

   3. 税等及び各種使用料等の滞納処理・対策に関して担当各課（局、園）との連絡

調整に関すること。 

 

  ウ 地籍係 

    1. 地籍調査の管理に関すること。 

    2. 地籍調査事業の計画及び推進に関すること。 

   

 

⑵ 職員の配置状況 （平成３０年１０月１日現在） 

 

（単位：人）

　  補職名

所属
課長 審議員 係長 主査 主事 計

税務課 １ １ ３ １ ５ １１

 

 

 

⑶ 予算の執行 

  予算の執行状況については、表１・２・５のとおりである。 
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⑷ 監査の結果・意見 

 〔一般会計〕 

  ア 税務係 

     特に指摘事項はない。 

 

  イ 徴収係 

     特に指摘事項はない。 

 

  ウ 地籍係 

     特に指摘事項はない。 
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８ 住民課 

 ⑴ 事務分掌 

  ア 住民係 

   1. 戸籍に関すること。 

   2. 住民基本台帳に関すること。 

   3. 外国人住民の住民登録に関すること。 

   4. 公的個人認証に関すること。 

   5. 印鑑の登録及び証明に関すること。 

   6. 身分証明その他の証明に関すること。 

   7. 人口動態に関すること。 

   8. 埋火葬及び改葬に関すること。 

   9. 金婚・ダイヤモンド婚等の表彰に関すること。 

  

  イ 支援係 

   1. 住民相談に関すること。 

   2. 消費者行政に関すること。 

3. 環境及び公衆衛生に関すること。 

   4. 公害（他の課に属するものを除く。）に関すること。 

   5. 水質保全に関すること。 

    6. 阿蘇広域行政事務組合処理に関すること。 

    7. 狂犬病予防に関すること。 

    8. 有害獣（猿・蜂等）の防除支援に関すること。 

    9. 献血の推進に関すること。 

   10. 結婚推進対策に関すること。 

     11.  旅券発給申請事務に関すること。 

   12. 自動車臨時運行許可に関すること。 

   13. 保護司及び更正保護に関すること。 

   14. ＤＶ（家庭内暴力）に関すること。 

   15. 浄化槽整備推進施設事業に関すること。 

 

  ウ 隣保館 

   1. 隣保館及び児童館の運営及び管理に関すること。 

   2. 人権啓発及び人権対策に関すること。 

3. 人権擁護及び相談（行政相談を含む）に関すること。 

   4. 小集落改善住宅に関すること。 

   5. 倉原集会所の運営及び管理に関すること。 

  6. 男女共同参画に関すること。 
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 ⑵ 職員の配置状況 （平成３０年１０月１日現在） 

（単位：人）

　  補職名

所属
課長 審議員

係長
(隣保館長)

主査 主事 計

住民課 １ １
２

（１）
２ ３ ９

 

  

 

 ⑶ 予算の執行 

  予算の執行状況については、表１・２・５のとおりである。 

 

 

 ⑷ 監査の結果・意見 

 〔一般会計〕 

  ア 住民係 

       特に指摘事項はない。 

 

  イ 支援係 

       特に指摘事項はない。 

 

  ウ 隣保館 

       特に指摘事項はない。 

 

 〔地方改善施設住宅新築資金等貸付金特別会計〕 

       特に指摘事項はない。 
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９ 福祉課 

 ⑴ 事務分掌 

  ア 福祉係 

   1. 生活保護に関すること。 

   2. 介護保険料の賦課、徴収及び滞納処理に関すること。 

   3. 身体障害者（児）に関すること。 

   4. 知的障害者（児）に関すること。 

   5. 精神障害者（児）に関すること。 

   6. 高齢者福祉に関すること。 

   7. 母子福祉等に関すること。 

   8. 医療扶助等に関すること。 

    9. 国民年金に関すること。 

   10. 民生委員、児童委員に関すること。 

   11. 介護保険事業に関すること。 

   12. 災害救助に関すること。 

   13. 恩給援護に関すること。 

   14. 行旅病人に関すること。 

   15. 福祉センター（悠ゆう館）の運営及び管理に関すること。 

   16. その他社会福祉全般に関すること。 

 

イ 子ども未来係 

   1. 施設型給付に関すること。 

   2. 地域型保育事業に関すること。 

   3. 放課後児童クラブに関すること。 

   4. 児童手当の支給に関すること。 

   5. 乳幼児・児童医療費助成に関すること。 

   6. その他児童福祉に関すること。 

 

ウ 健康支援係 

   1. 国民健康保険事業に関すること。 

   2. 後期高齢者（老人）医療に関すること。 

   3. 各種検診に関すること。 

   4. 特定保健指導に関すること。 

   5. 各種予防接種に関すること。 

   6. 母子保健に関すること。 

   7. 歯科保健に関すること。 

   8. 健康づくりに関すること。 

   9. 救急医療に関すること。 

   10. 精神保健事業に関すること。 
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  エ 地域包括支援センター 

   1. 地域包括支援センターの運営及び管理に関すること。 

   2. 介護保険（地域支援事業）に関すること。 

 

   

 ⑵ 職員の配置状況 （平成３０年１０月１日現在） 

（単位：人）

　  補職名

所属
課長 審議員 係長 主査 主事 保健師 栄養士

社　会
福祉士

計

福祉課 1 １ ３ ２ ４ ４ １ １ １７

 

 

 ⑶ 予算の執行 

  予算の執行状況については、表１・２・５・６のとおりである。 

 

 

 ⑷ 監査の結果・意見 

 〔一般会計〕 

  ア 福祉係 

   特に指摘事項はない。 

 

  イ 子ども未来係 

     特に指摘事項はない。 

  

ウ 健康支援係 

      特に指摘事項はない。 

 

   エ 地域包括支援センター 

       特に指摘事項はない。 

    

  

〔国民健康保険特別会計〕 

①  レセプト２次点検業務について、継続して事業を実施しているものについては、

１者ではなく複数の見積もりを取ること。 

 

 〔介護保険特別会計〕 

①  介護予防普及啓発事業業務委託について、仕様書の事業実施内容について確認

を取ること。 
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〔後期高齢者医療特別会計〕 

       特に指摘事項はない。 
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１０ 保育園 

⑴  事務分掌 

ア  保育総務係 

1.  保育所の施設管理及び運営に関すること。 

 2. 保育料の賦課徴収及び滞納処理に関すること。 

 3. 保育所の庶務に関すること。 

 

  イ 宮原保育園、北里保育園、下城保育園及び蓬莱保育園 

   1. 保育業務及びこれに付随する事務に関すること。 

     

  ウ 子育て支援係 

   1. 子育て支援拠点業務に関すること。 

    

 

(2) 職員の配置状況 （平成３０年１０月１日現在） 

 

（単位：人）

　  補職名

所属

園長
(課長)

副園長
(審議員)

係長
主任保育士

(係長)
主任保育士

(主幹)
保育士
(主査)

准看護師 保育士 計

保育園 １ １ １ ３ ５ ８ １ ７ ２７

 

 

 ⑶ 予算の執行 

  予算の執行状況については、表１・２・５のとおりである。 

 

 

 ⑷ 監査の結果・意見 

 〔一般会計〕 

  ア 保育総務係 

       特に指摘事項はない。 

 

  イ 保育園 

       特に指摘事項はない。 

 

  ウ 子育て支援係 

       特に指摘事項はない。 
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１１ 会計管理室 

 ⑴ 事務分掌 

 ア 会計係 

  1. 現金（現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。）の出納及び保

管を行うこと。 

  2. 小切手を振り出すこと。 

  3. 有価証券（公有財産又は基金に属するものを含む。）の出納及び保管を行うこと。 

  4. 物品（基金に属する動産を含む。）の出納及び保管（使用中の物品に係る保管を除

く。）を行うこと。 

  5. 現金及び財産の記録管理を行うこと。 

  6. 支出負担行為に関する確認を行うこと。 

  7. 決算を調製し、これを町長に提出すること。 

 

 

⑵  職員の配置状況 （平成３０年１０月１日現在） 

 

（単位：人）

　  補職名

所属

会計管理者
(課長)

主査 主事 計

会計管理室 １ １ １ ３

 

  

 

⑶ 予算の執行 

  予算の執行状況については、表１・２のとおりである。 

 

 

 ⑷ 監査の結果・意見 

  ア 会計係 

特に指摘事項はない。 
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１２ 教育委員会事務局 

 ⑴ 事務分掌 

  ア 学校教育係 

   1. 公印の保管に関すること。 

   2. 条例規則に関すること。 

   3. 教育予算に関すること。 

   4. 小国町教育委員会（以下「教育委員会」という。）の運営、記録及び保管に関す

ること。 

   5. 学校の設置及び管理並びに廃止に関すること。 

   6. 校舎その他教育機関の用に供する財産の管理に関すること。 

   7. 教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事給与に関する

こと。 

   8. 学齢児童並びに生徒の就学、入学、転学及び退学に関すること。 

   9. 学校の組織編成、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。 

   10. 教科書及び教材の取扱いその他学校運営に関すること。 

   11. 校舎、その他の施設、教具及びその他の設備の整備に関すること。 

   12. 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。 

   13. 校長、教員その他の教育関係職員並びに児童、生徒の保健、安全、厚生及び福

利に関すること。 

   14. 学校の環境衛生に関すること。 

   15. 学校給食に関すること。 

   16. 学校教育の調査及び指定統計に関すること。 

   17. その他学校教育に関すること。 

   18. 学校の統廃合に関すること。 

   19. 小中一貫教育に関すること。 

   20. 中学校寄宿舎に関すること。 

   21. 教育評価に関すること。 

   22. 小国町奨学金に関すること。 

   23. その他教育委員会所管の懸案事項に関すること。 

 

  イ 社会教育係 

   1. 社会教育委員会の会議に関すること。 

   2. 社会教育団体の指導育成に関すること。 

   3. 講座の開設、討論会、講習会、講演会等の集会の開催及びそれらの奨励に関す

ること。 

   4. 学校施設を利用する社会教育に関すること。 

   5. 社会教育資料の刊行配布に関すること。 

   6. ボランティア、社会奉仕及び体験活動に関すること。 

   7. 社会教育に係る調査及び統計並びに広報に関すること。 

   8. 青少年育成その他社会教育の振興及び芸術の普及向上に関すること。 

   9.  公民館、図書館の設置、管理及び廃止並びにその運営に関すること。 
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   10.  人権、同和教育等に関すること。 

11. 文化財保護及び文化財保護委員に関すること。 

12.  体育施設設備に関すること。 

13.  スポーツ推進委員に関すること。 

14.  体育協会の支援、育成に関すること。 

15.  青少年スポーツ団体の育成指導等に関すること。 

16.  野外活動の普及奨励指導に関すること。 

17.  体力テスト、スポーツ教室等の開設等に関すること。 

18.  職場スポーツ、レクリエーションの振興に関すること。 

19.  体力づくり運動に関すること。 

20.  各種競技大会の実施に関すること。 

21.  町内スポーツ団体の協調、連絡等に関すること。 

22.  坂本善三美術館の運営及び管理に関すること。 

23.  その他社会教育に関すること。 

 

 

 ⑵ 職員の配置状況 （平成３０年１０月１日現在） 

 

（単位：人）

　  補職名

所属

局長
(課長)

次長
(審議員)

係長 主査 主事 学芸員 計

教育委員会
事　務　局

１ １ ２ １ ２ １ ８

 

 

 

 ⑶ 予算の執行 

  予算の執行状況については、表１・２・５のとおりである。 

 

 

 ⑷ 監査の結果・意見 

 〔一般会計〕 

  ア 学校教育係 

       特に指摘事項はない。 

 

  イ 社会教育係 

特に指摘事項はない。 

 

 〔坂本善三美術館特別会計〕 

       特に指摘事項はない。 
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１３ 選挙管理委員会事務局 

 ⑴ 事務分掌 

  1. 委員会に関する事務 

  

 

 ⑵ 職員の配置状況 （平成３０年１０月１日現在） 

（単位：人）

　  補職名

所属

書記長
(課長)

書記
(係長)

計

選挙管理委
員会事務局

１ １ ２

※２人全てが、総務課を兼務
 

 

 

 ⑶ 予算の執行 

  予算の執行状況については、表１・２のとおりである。 

 

 

 ⑷ 監査の結果・意見 

    特に指摘事項はない。 
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１４ 農業委員会事務局 

 ⑴ 事務分掌 

  1.  文書の収発に関すること。 

2.  委員会の会議及び議事録に関すること。 

3. 予算決算及び経理に関すること。 

  4.  補助金の交付申請及び実績報告に関すること。 

5. 公印の保管に関すること。 

6. 委員の報酬及び費用弁償に関すること。 

7. 職員の給与に関すること。 

8. 農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）、農地法（昭和２７年法律

第２２９号）、農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）、独立行政法人

農業者年金基金法（平成１４年法律第１２７号）、農業振興地域の整備に関する法律

（昭和４４年法律第５８号）、その他法令に属された事項。 

9.  農家基本台帳及び耕作台帳の整備及び補正に関すること。 

10.  農地等の移動転用統制に関すること。 

11.  農地等の利用関係についてのあっせん争議の防止に関すること。 

12.  農業者年金に関すること。 

13.  自作農維持資金並びに農地取得及び未墾地取得資金に関すること。 

14.  農業委員会委員選挙人名簿登載申請に関すること。 

15.  各種証明に関すること。 

16.  農業及び農民に関する事項についての啓発及び宣伝に関すること。 

 

 

 ⑵ 職員の配置状況 （平成３０年１０月１日現在） 

（単位：人）

　  補職名

所属

局長
(審議員)

局員
(主事)

計

農業委員会
事　務　局

１ １ ２

※２人全てが、産業課を兼務
 

 

 

 ⑶ 予算の執行 

  予算の執行状況については、表１・２のとおりである。 

 

 

 ⑷ 監査の結果・意見 

    特に指摘事項はない。 
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１５ 監査委員事務局 

 ⑴ 事務分掌 

1. 委員名簿の作成に関すること。 

2. 公印の保管に関すること。 

3. 委員の出欠に関すること。 

4. 委員の報酬及び費用弁償に関すること。 

5. 予算の経理に関すること。 

6. 諸規程の制定及び改廃に関すること。 

7. 文書の収受、発送及び保管に関すること。 

8. 監査委員費の予算要求に関すること。 

9. 事務及び事業の監査に関すること。 

10.  決算審査及び基金運用審査に関すること。 

11.  出納検査に関すること。 

12. その他監査の執行に関し必要な事項。 

 

 

 ⑵ 職員の配置状況 （平成３０年１０月１日現在） 

（単位：人）

　  補職名

所属

局長
(課長)

書記
 (係長）

計

監査委員
事 務 局

１ １ ２

※局長と書記は、議会事務局を兼務
 

 

 

 ⑶ 予算の執行 

  予算の執行状況については、表１・２のとおりである。 

 

 

⑷ 監査の結果・意見 

    特に指摘事項はない。 
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１６ 議会事務局 

 ⑴ 事務分掌 

  ア 庶務に関するもの 

1. 公印の保管に関すること。 

2. 文書の収受、配布、発送及び保管に関すること。 

 3. 議員の履歴簿及び役員簿の整備及び保存に関すること。 

     4. 議員の出欠に関すること。 

     5. 議員の議員報酬及び費用弁償及びその他諸給与に関すること。 

 6.  議会費の予算及び決算事務に関すること。 

     7. 物品の出納及び保管に関すること。 

8. 儀式及び交際に関すること。 

     9. 慶弔に関すること。 

 10.  議会の公報資料に関すること。 

11. 議長会に関すること。 

12. 職員の給与に関すること。 

13.  職員の任免、服務及び規律身分に関すること。 

14. 議員及び職員の福利厚生に関すること。 

15.  秘書及び渉外に関すること。 

16.  その他庶務に関すること。 

 

  イ 議事に関するもの 

1. 本会議に関すること。 

2. 議事日程及び諸報告に関すること。 

3. 議案、請願、陳情、決議及び意見書等に関すること。 

4. 会議録その他記録に関すること。 

5. 議会の傍聴に関すること。 

 6. 議場その他委員会室の管理及び取締りに関すること。 

7. 委員会に関すること。 

8. 全員協議会に関すること。 

9. 公聴会に関すること。 

10.  議決、決定等の通知及び報告に関すること。 

11. その他議事に関すること。 

 

  ウ 調査に関するもの 

     1. 議会関係諸規程の制定及び改廃に関すること。 

    2. 請願、陳情及び意見書等に関すること。 

     3.  各種審議に必要な資料の収集に関すること。 

     4. 事務の調査及び検査に関すること。 

5. 統計資料の作成に関すること。 

6. 行政に関する調査に関すること。 

7. 法令の調査及び研究に関すること。 
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8. 図書室に関すること。 

9. その他調査に関すること。 

 

 

 ⑵ 職員の配置状況 （平成３０年１０月１日現在） 

（単位：人）

　  補職名

所属

局長
(課長)

書記
(係長)

計

議会事務局 １ １ ２

※局長と書記は、監査委員事務局を兼務
 

 

 

 ⑶ 予算の執行 

  予算の執行状況については、表１・２のとおりである。 

 

 

 ⑷ 監査の結果・意見 

  ア 庶務に関するもの 

     特に指摘事項はない。 
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〔表１〕

平成３０年９月３０日現在

一般会計 01 町税 571,839,000

02 地方譲与税 75,000,000

03 利子割交付金 500,000

04 配当割交付金 1,000,000

05 株式等譲渡所得割交付金 1,000,000

06 地方消費税交付金 126,000,000

07 自動車取得税交付金 10,000,000

08 地方特例交付金 500,000

09 地方交付税 2,341,000,000

10 交通安全対策特別交付金 900,000

11 分担金及び負担金 37,113,000

12 使用料及び手数料 152,362,000

13 国庫支出金 615,060,000

14 県支出金 595,759,000

15 財産収入 15,280,000

16 寄附金 36,002,000

17 繰入金 301,719,000

18 繰越金 83,144,000

19 諸収入 96,388,000

20 町債 548,900,000

5,609,466,000

国民健康保険特別会計 01 国民健康保険税 240,450,000

02 使用料及び手数料 150,000

03 国庫支出金 1,000

04 県支出金 761,217,000

05 財産収入 5,000

06 繰入金 74,200,000

07 繰越金 2,135,000

08 諸収入 1,632,000

1,079,790,000合　　　計

科目 予算現額(Ａ)

合　　　計

　　一般会計・特別会計　歳入予算の執行状況

会計別
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（単位：円）

収入未済額

金額(Ｂ) Ｂ／Ａ 金額(Ｃ) Ｃ／Ａ Ｃ／Ｂ Ｂ－Ｃ

571,839,000 724,376,330 126.7% 465,268,976 81.4% 64.2% 259,107,354

75,000,000 20,454,000 27.3% 20,454,000 27.3% 100.0% 0

500,000 369,000 73.8% 369,000 73.8% 100.0% 0

1,000,000 725,000 72.5% 725,000 72.5% 100.0% 0

1,000,000 0 0% 0 0%      - 0

126,000,000 76,090,000 60.4% 76,090,000 60.4% 100.0% 0

10,000,000 5,476,000 54.8% 5,476,000 54.8% 100.0% 0

500,000 757,000 151.4% 757,000 151.4% 100.0% 0

2,341,000,000 1,608,160,000 68.7% 1,608,160,000 68.7% 100.0% 0

900,000 439,000 48.8% 0 0% 0% 439,000

37,113,000 17,643,781 47.5% 16,709,573 45.0% 94.7% 934,208

152,362,000 132,030,824 86.7% 94,309,174 61.9% 71.4% 37,721,650

615,060,000 163,165,933 26.5% 87,963,578 14.3% 53.9% 75,202,355

595,759,000 21,638,172 3.6% 9,058,664 1.5% 41.9% 12,579,508

15,280,000 1,859,286 12.2% 1,855,887 12.1% 99.8% 3,399

36,002,000 9,640,000 26.8% 9,085,000 25.2% 94.2% 555,000

301,719,000 0 0% 0 0%      - 0

83,144,000 175,799,913 211.4% 175,799,913 211.4% 100.0% 0

96,388,000 42,314,272 43.9% 17,912,106 18.6% 42.3% 24,402,166

548,900,000 0 0% 0 0%      - 0

5,609,466,000 3,000,938,511 53.5% 2,589,993,871 46.2% 86.3% 410,944,640

240,450,000 261,907,906 108.9% 118,578,478 49.3% 45.3% 143,329,428

150,000 150,000 100.0% 56,800 37.9% 37.9% 93,200

1,000 0 0% 0 0%      - 0

761,217,000 369,734,000 48.6% 366,966,000 48.2% 99.3% 2,768,000

5,000 682 13.6% 0 0% 0% 682

74,200,000 71,400,000 96.2% 71,400,000 96.2% 100.0% 0

2,135,000 13,959,240 653.8% 13,959,240 653.8% 100.0% 0

1,632,000 441,541 27.1% 441,541 27.1% 100.0% 0

1,079,790,000 717,593,369 66.5% 571,402,059 52.9% 79.6% 146,191,310

収入済額
予算現額(Ａ)

調定額
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介護保険特別会計 01 保険料 219,596,000

02 使用料及び手数料 27,000

03 国庫支出金 302,123,000

04 支払基金交付金 297,334,000

05 県支出金 157,760,000

06 繰入金 163,534,000

07 繰越金 23,811,000

08 諸収入 3,359,000

1,167,544,000

地方改善施設住宅新築 01 諸収入 620,000

資金等貸付金特別会計 620,000

坂本善三美術館特別会計 01 使用料及び手数料 3,255,000

02 繰入金 9,861,000

03 諸収入 540,000

13,656,000

簡易水道特別会計 01 使用料及び手数料 6,780,000

02 繰越金 220,000

7,000,000

農業集落排水事業特別会計 01 分担金及び負担金 400,000

02 使用料及び手数料 24,864,000

03 県支出金 5,000,000

04 財産収入 6,000

05 繰入金 90,437,000

06 繰越金 1,000

07 諸収入 2,000

08 町債 24,100,000

144,810,000

後期高齢者医療特別会計 01 後期高齢者医療保険料 66,937,000

02 使用料及び手数料 1,000

03 国庫支出金 62,000

04 繰入金 37,429,000

05 諸収入 5,838,000

06 繰越金 768,000

111,035,000

2,524,455,000

8,133,921,000一般会計・特別会計　総計

特別会計　合計

合　　　計

合　　　計

合　　　計

合　　　計

合　　　計

会計別 科目 予算現額(Ａ)

合　　　計
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収入未済額

金額(Ｂ) Ｂ／Ａ 金額(Ｃ) Ｃ／Ａ Ｃ／Ｂ Ｂ－Ｃ

222,074,774 101.1% 92,970,134 42.3% 41.9% 129,104,640

30,000 111.1% 12,850 47.6% 42.8% 17,150

158,894,000 52.6% 158,894,000 52.6% 100.0% 0

126,592,697 42.6% 125,151,000 42.1% 98.9% 1,441,697

67,175,000 42.6% 67,175,000 42.6% 100.0% 0

21,500,000 13.1% 21,500,000 13.1% 100.0% 0

23,811,574 100.0% 23,811,574 100.0% 100.0% 0

1,565,100 46.6% 1,302,800 38.8% 83.2% 262,300

621,643,145 53.2% 490,817,358 42.0% 79.0% 130,825,787

0 0% 0 0%      - 0

0 0% 0 0%      - 0

974,430 29.9% 974,430 29.9% 100.0% 0

6,000,000 60.8% 6,000,000 60.8% 100.0% 0

139,314 25.8% 139,314 25.8% 100.0% 0

7,113,744 52.1% 7,113,744 52.1% 100.0% 0

2,789,710 41.1% 2,754,110 40.6% 98.7% 35,600

233,420 106.1% 233,420 106.1% 100.0% 0

3,023,130 43.2% 2,987,530 42.7% 98.8% 35,600

160,000 40.0% 160,000 40.0% 100.0% 0

14,160,840 57.0% 12,818,430 51.6% 90.5% 1,342,410

0 0% 0 0%      - 0

358 6.0% 358 6.0% 100.0% 0

50,000,000 55.3% 50,000,000 55.3% 100.0% 0

1,444,374 144437.4% 1,444,374 144437.4% 100.0% 0

11,600 580.0% 11,600 580.0% 100.0% 0

0 0% 0 0%      - 0

65,777,172 45.4% 64,434,762 44.5% 98.0% 1,342,410

46,461,330 69.4% 30,329,830 45.3% 65.3% 16,131,500

10,000 1000.0% 2,700 270.0% 27.0% 7,300

0 0% 0 0%      - 0

0 0% 0 0%      - 0

5,500 0.1% 5,500 0.1% 100.0% 0

1,677,048 218.4% 1,677,048 218.4% 100.0% 0

48,153,878 43.4% 32,015,078 28.8% 66.5% 16,138,800

1,463,304,438 58.0% 1,168,770,531 46.3% 79.9% 294,533,907

4,464,242,949 54.9% 3,758,764,402 46.2% 84.2% 705,478,547

調定額 収入済額

 



 

- 34 -

〔表２〕

平成３０年９月３０日現在

一般会計 01 議会費 83,694,000

02 総務費 1,163,651,000

03 民生費 1,076,142,000

04 衛生費 278,835,000

05 農林水産業費 584,825,000

06 商工費 310,143,000

07 土木費 536,814,000

08 消防費 187,854,000

09 教育費 347,587,000

10 災害復旧費 191,030,000

11 公債費 472,930,000

12 諸支出金 370,961,000

13 予備費 5,000,000

5,609,466,000

国民健康保険特別会計 01 総務費 5,778,000

02 保険給付費 727,142,000

03 国民健康保険事業費納付金 306,041,000

04 共同事業拠出金 2,000

05 財政安定基金拠出金 1,000

06 保健事業費 17,420,000

07 公債費 165,000

08 諸支出金 21,105,000

09 予備費 2,136,000

1,079,790,000

　　一般会計・特別会計　歳出予算の執行状況

会計別 科目

合　　　計

予算現額(Ａ)

合　　　計  
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（単位：円）

執行未済額

金額(Ｂ) Ｂ／Ａ Ａ－Ｂ

42,200,229 50.4% 41,493,771

305,916,233 26.3% 857,734,767

471,044,257 43.8% 605,097,743

153,664,344 55.1% 125,170,656

44,566,105 7.6% 540,258,895

47,277,773 15.2% 262,865,227

134,901,474 25.1% 401,912,526

114,728,561 61.1% 73,125,439

151,969,434 43.7% 195,617,566

10,044,351 5.3% 180,985,649

200,074,483 42.3% 272,855,517

148,900,000 40.1% 222,061,000

0 0% 5,000,000

1,825,287,244 32.5% 3,784,178,756

2,393,170 41.4% 3,384,830

309,221,980 42.5% 417,920,020

102,012,000 33.3% 204,029,000

0 0% 2,000

0 0% 1,000

1,398,155 8.0% 16,021,845

0 0% 165,000

2,224,624 10.5% 18,880,376

0 0% 2,136,000

417,249,929 38.6% 662,540,071

支出済額
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介護保険特別会計 01 総務費 10,152,000

02 保険給付費 1,046,128,000

03 地域支援事業費 77,931,000

04 諸支出金 26,111,000

05 基金積立金 1,722,000

06 公債費 5,500,000

1,167,544,000

地方改善施設住宅新築 01 公債費 494,000

資金等貸付金特別会計 02 諸支出金 126,000

620,000

坂本善三美術館特別会計 01 総務費 13,656,000

13,656,000

簡易水道特別会計 01 総務費 7,000,000

7,000,000

農業集落排水事業特別会計 01 総務費 48,700,000

02 公債費 96,110,000

144,810,000

後期高齢者医療特別会計 01 総務費 1,607,000

02 後期高齢者医療広域連合納付金 103,368,000

03 保健事業費 5,820,000

04 諸支出金 240,000

111,035,000

2,524,455,000

8,133,921,000

会計別 科目 予算現額(Ａ)

特別会計　合計

一般会計・特別会計　総計

合　　　計

合　　　計

合　　　計

合　　　計

合　　　計

合　　　計
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執行未済額

金額(Ｂ) Ｂ／Ａ Ａ－Ｂ

4,318,780 42.5% 5,833,220

420,471,380 40.2% 625,656,620

23,260,347 29.8% 54,670,653

0 0% 26,111,000

0 0% 1,722,000

0 0% 5,500,000

448,050,507 38.4% 719,493,493

0 0% 494,000

0 0% 126,000

0 0% 620,000

6,144,136 45.0% 7,511,864

6,144,136 45.0% 7,511,864

266,068 3.8% 6,733,932

266,068 3.8% 6,733,932

10,538,301 21.6% 38,161,699

47,770,186 49.7% 48,339,814

58,308,487 40.3% 86,501,513

734,396 45.7% 872,604

20,321,600 19.7% 83,046,400

74,610 1.3% 5,745,390

400 0.2% 239,600

21,131,006 19.0% 89,903,994

951,150,133 37.7% 1,573,304,867

2,776,437,377 34.1% 5,357,483,623

支出済額
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〔表３〕

平成３０年９月３０日現在

水道事業会計 01 上水道事業収益 152,868,000

（収益的収入） 152,868,000

水道事業会計 01 上水道事業収益 38,706,000

（資本的収入） 38,706,000

　　企業会計　歳入予算の執行状況

合　　　計

合　　　計

会計別 科目 予算現額(Ａ)

 

 

 

〔表４〕

平成３０年９月３０日現在

水道事業会計 01 上水道事業費用 145,688,000

（収益的支出） 145,688,000

水道事業会計 01 上水道事業費用 154,000,000

（資本的支出） 154,000,000

合　　　計

合　　　計

　　企業会計　歳出予算の執行状況

予算現額(Ａ)会計別 科目
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（単位：円）

未収金額

金額(Ｂ) Ｂ／Ａ 金額(Ｃ) Ｃ／Ａ Ｃ／Ｂ Ｂ－Ｃ

63,476,789 41.5% 61,467,099 40.2% 96.8% 2,009,690

63,476,789 41.5% 61,467,099 40.2% 96.8% 2,009,690

0 0% 0 0%      - 0

0 0% 0 0%      - 0

収入済額調定額

 

 

 

（単位：円）

執行未済額

金額(Ｂ) Ｂ／Ａ Ａ－Ｂ

20,896,230 14.3% 124,791,770

20,896,230 14.3% 124,791,770

46,328,089 30.1% 107,671,911

46,328,089 30.1% 107,671,911

支出済額
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〔表５〕

平成３０年９月３０日現在 （単位：円）

過年度 5,105,089 1,224,231 0 3,880,858 24.0% 23.9% 0.1P

現年度 355,322,068 224,282,867 0 131,039,201 63.1% 39.5% 23.6P

小計 360,427,157 225,507,098 0 134,920,059 62.6% 39.1% 23.5P

過年度 781,517 208,500 0 573,017 26.7% 26.1% 0.6P

現年度 21,315,200 20,563,600 0 751,600 96.5% 96.3% 0.2P

小計 22,096,717 20,772,100 0 1,324,617 94.0% 93.5% 0.5P

過年度 10,053,104 1,931,100 0 8,122,004 19.2% 16.4% 2.8P

現年度 277,417,900 163,511,000 0 113,906,900 58.9% 58.4% 0.5P

小計 287,471,004 165,442,100 0 122,028,904 57.6% 56.9% 0.7P

過年度 796,748 175,480 0 621,268 22.0% 38.3% △16.3P

現年度 28,095,500 27,332,000 0 763,500 97.3% 96.6% 0.7P

小計 28,892,248 27,507,480 0 1,384,768 95.2% 94.9% 0.3P

過年度 0 0 0 0 -  -  -  

現年度 19,533,504 19,532,898 0 606 100.0% 82.3% 17.7P

小計 19,533,504 19,532,898 0 606 100.0% 82.3% 17.7P

過年度 0 0 0 0 -  -  -  

現年度 6,507,300 6,507,300 0 0 100.0% 100.0% 0P

小計 6,507,300 6,507,300 0 0 100.0% 100.0% 0P

過年度 80,607 0 0 80,607 0% 0% 0P

現年度 0 0 0 0 -  -  -  

小計 80,607 0 0 80,607 0% 0% 0P

過年度 554,951 0 0 554,951 0% 0% 0P

現年度 0 0 0 0 -  -  -  

小計 554,951 0 0 554,951 0% 0% 0P

過年度 0 0 0 0 -  -  -  

現年度 4,774,049 4,638,849 0 135,200 97.2% 97.5% △0.3P

小計 4,774,049 4,638,849 0 135,200 97.2% 97.5% △0.3P

過年度 39,935 39,935 0 0 100.0% 41.2% 58.8P

現年度 11,967,150 11,803,700 0 163,450 98.6% 97.2% 1.4P

小計 12,007,085 11,843,635 0 163,450 98.6% 96.8% 1.8P

過年度 1,789,850 507,850 0 1,282,000 28.4% 19.3% 9.1P

現年度 41,745,150 20,436,450 0 21,308,700 49.0% 48.4% 0.6P

小計 43,535,000 20,944,300 0 22,590,700 48.1% 47.3% 0.8P

過年度 0 0 0 0 -  -  -  

現年度 33,600 12,700 0 20,900 37.8% 45.5% △7.7P

小計 33,600 12,700 0 20,900 37.8% 45.5% △7.7P

過年度 8,708,230 1,212,100 0 7,496,130 13.9% 13.0% 0.9P

現年度 27,940,400 26,354,800 0 1,585,600 94.3% 92.3% 2.0P

小計 36,648,630 27,566,900 0 9,081,730 75.2% 74.3% 0.9P

過年度 0 0 0 0 -  -  -  

現年度 777,600 695,300 0 82,300 89.4% 86.3% 3.1P

小計 777,600 695,300 0 82,300 89.4% 86.3% 3.1P

地 方 改 善 施 設
住 宅 使 用 料

光 フ ァ イ バ ー
使 用 料

使
用
料
及
び
手
数
料

保 育 料
負 担 金

老 人 ホ ー ム
入 所 者 負 担 金

入　　湯　　税

調定額 収入済額

保 健 体 育
使 用 料

区　　分

町 民 税
（ 法 人 ）

固 定 資 産 税

分
担
金
及
び
負
担
金

軽 自 動 車 税

た ば こ 税

阿蘇小国郷地区
特定中山間保全
整備事業分担金

被 災 建 物 等 解
体・撤去・処分
支援事業分担金

一般会計　主な収入未済額

町 民 税
（ 個 人 ）

徴収率
前年度
徴収率

比較

町
　
　
　
　
税

不納欠損額 収入未済額

公 営 住 宅
使 用 料
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平成３０年９月３０日現在 （単位：円）

過年度 5,608,810 110,000 0 5,498,810 2.0% 0.7% 1.3P

現年度 0 0 0 0 -  -  -  

小計 5,608,810 110,000 0 5,498,810 2.0% 0.7% 1.3P

過年度 2,066,000 200,000 0 1,866,000 9.7% 7.9% 1.8P

現年度 1,188,000 354,000 0 834,000 29.8% 29.8% 0P

小計 3,254,000 554,000 0 2,700,000 17.0% 15.2% 1.8P

過年度 183,740 135,380 0 48,360 73.7% 67.6% 6.1P

現年度 27,038,463 11,690,727 0 15,347,736 43.2% 43.4% △0.2P

小計 27,222,203 11,826,107 0 15,396,096 43.4% 43.7% △0.3P

過年度 9,000 9,000 0 0 100.0% 100.0% 0P

現年度 946,000 398,000 0 548,000 42.1% 44.3% △2.2P

小計 955,000 407,000 0 548,000 42.6% 44.4% △1.8P

過年度 0 0 0 0 -  -  -  

現年度 362,988 318,708 0 44,280 87.8% 94.3% △6.5P

小計 362,988 318,708 0 44,280 87.8% 94.3% △6.5P

過年度 35,222,630 5,753,576 0 29,469,054 16.3% 14.9% 1.4P

現年度 824,964,872 538,432,899 0 286,531,973 65.3% 57.7% 7.6P

合計 860,187,502 544,186,475 0 316,001,027 63.3% 63.2% 0.1P

比較

一般会計
合　　計

光ファイバー引
込 工 事 費 収 入

災害援護資金貸
付 金 元 利 収 入

諸
収
入

奨 学 金 貸 付 金
元 金 収 入

区　　分 不納欠損額 徴収率
前年度
徴収率

中 学 校 寄 宿 舎
宿 泊 負 担 費

調定額 収入済額 収入未済額

学校給食収入
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〔表６〕

平成３０年９月３０日現在 （単位：円）

過年度 19,995,706 6,151,411 0 13,844,295 30.8% 22.1% 8.7P

現年度 241,912,200 112,427,067 0 129,485,133 46.5% 46.8% △0.3P

小計 261,907,906 118,578,478 0 143,329,428 45.3% 44.6% 0.7P

過年度 2,248,234 468,014 0 1,780,220 20.8% 8.5% 12.3P

現年度 220,941,400 92,502,120 0 128,439,280 41.9% 48.3% △6.4P

小計 223,189,634 92,970,134 0 130,219,500 41.7% 47.8% △6.1P

過年度 226,930 90,330 0 136,600 39.8% 24.1% 15.7P

現年度 46,234,400 30,239,500 0 15,994,900 65.4% 72.5% △7.1P

小計 46,461,330 30,329,830 0 16,131,500 65.3% 72.1% △6.8P

過年度 0 0 0 0 -  -  -  

現年度 2,788,630 2,753,030 0 35,600 98.7% 99.3% △0.6P

小計 2,788,630 2,753,030 0 35,600 98.7% 99.3% △0.6P

過年度 1,075,230 207,220 0 868,010 19.3% 21.5% △2.2P

現年度 12,994,910 12,568,120 0 426,790 96.7% 96.4% 0.3P

小計 14,070,140 12,775,340 0 1,294,800 90.8% 89.8% 1.0P

過年度 23,546,100 6,916,975 0 16,629,125 29.4% 21.0% 8.4P

現年度 524,871,540 250,489,837 0 274,381,703 47.7% 51.2% △3.5P

合計 548,417,640 257,406,812 0 291,010,828 46.9% 49.6% △2.7P

収入未済額

特別会計　主な収入未済額

区　　分 徴収率調定額 不納欠損額 比較
前年度
徴収率

後
　
期

高
齢
者

医
　
療

後 期 高 齢 者
医 療 保 険 料

国 民 健 康
保 険 税

特別会計
合　　計

簡
易

水
道

水 道 使 用 料

使 用 料

収入済額

介
護

保
険

介 護 保 険 料

農
業
集

落
排
水

事
業

国
民
健

康
保
険
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〔表７〕

平成３０年９月３０日現在 （単位：円）

過年度 5,455,270 1,932,198 0 3,523,072 35.4% 45.8% △10.4P

現年度 62,698,410 60,688,350 0 2,010,060 96.8% 96.8% 0P

小計 68,153,680 62,620,548 0 5,533,132 91.9% 93.1% △1.2P

平成３０年９月３０日現在 （単位：円）

過年度 64,224,000 14,602,749 0 49,621,251 22.7% 19.5% 3.2P

現年度 1,412,534,822 849,611,086 0 562,923,736 60.1% 57.4% 2.7P

合計 1,476,758,822 864,213,835 0 612,544,987 58.5% 55.4% 3.1P

比較

収入未済額
前年度
徴収率

前年度
徴収率

徴収率収入未済額

不納欠損額 徴収率

不納欠損額

比較

区　　分

区　　分 調定額 収入済額

上 水 道
使 用 料

収入済額

一般会計・特別会計
企業会計
合　　計

企業会計（水道事業会計）　水道使用料収入状況

水
道
事

業
会
計

調定額
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